
 
 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ 日 招 集 の 定 例 県 議 会 

に お け る 追 加 議 案 の 知 事 提 案 説 明 要 旨 
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ただいま、御提案申し上げました議案につきまして、御説明いたします。  

  

職員の給与改定につきましては、去る１０月１６日に、議長及び私に対しまして、県人事委員会から勧告及び報告がございました。  

その主な内容は、民間給与との較差を解消するため、給料表の水準を引き上げること、期末・勤勉手当の年間支給割合を０．０５月分引き上げる

ことなどでございました。  

  

この勧告等の取扱いにつきまして、職員の労働基本権が制約されていることの代償措置という制度の趣旨を踏まえ、慎重に検討を行ってまいり

ました。  

  

その結果、第１７３号議案「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」及び第１７４号議案「学校職員の給与に関する条例等の一部を改

正する条例」を今回提案することとし、人事委員会の勧告及び報告などを踏まえ、職員の給与の改定等を行うものでございます。  

 

また、第１７２号議案「特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び埼玉県教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」

は、一般職の期末・勤勉手当の引上げや国の動向などを総合的に勘案し、特別職の期末手当の年間支給割合を０．０５月分引き上げるものでござい

ます。 

 

なお、知事の期末手当については、経済情勢が昨年度と大きく変わらない状況を鑑み、引き続き、当分の間、支給割合を据え置くことといたしま

す。 

 

最後に、第１７１号議案「令和７年度埼玉県一般会計補正予算（第５号）」でございます。  
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今回の補正予算案は、ただ今、御説明いたしました職員給与の改定等に伴い、不足が見込まれる給与費を計上するものでございます。 

補正予算額は１０８億８５０万９千円となり、既定予算と先に御提案申し上げました補正予算第４号、そして今回の補正予算第５号を合わせた

累計額は、２兆２，５７４億４，１７９万５千円となります。  

 

以上で私の説明を終わりますが、何とぞ慎重審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げます。 

 


